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ガス料金その他の供給条件の内容 

 

1 適用 

(1) この料金表（以下「本料金表」といいます。）は、当社のガス小売供給約款(ハッピーエ

ネガス)（以下「供給約款」といいます。）に基づき、当社がお客さまにガスを供給する

ときの供給条件の詳細を定めたものです。なお、本料金表の用語の定義は、特段の定め

をする場合を除き、供給約款の内容に従うものとします。 

(2) 本料金表に定めのない事項は、供給約款の定めに従うものとします。 

 

2 対象となるお客さま 

本料金表は、下記の全てに該当するお客さまを対象とします。 

  イ 供給約款の定めに基づき、当社との間で供給契約が成立しているお客さま 

  ロ 一般ガス導管事業者（東京瓦斯株式会社）の託送供給約款で定める供給地区のうち

「東京地区等」に位置付けられる区域（ただし、日立市は除く）において当社にお

申し込みをし、供給契約が成立しているお客様 

  ハ 当社が、供給約款の定めに基づき、本料金表により算定された料金を支払うことが

できるお客さま 

 

3 ガスプラン種別  

(1)ガスプランの種別と、各プランに適用される料金表及びその契約期間は以下のとおりと

いたします。なお、料金表はそれぞれ別表にて定めます。 

ガスプラン 適用料金表 契約期間 

ハッピーエネガス 

スタンダードプラン 

料金表① 料金適用開始の日から、3 年後の日の属す

る月の末日まで 

ハッピーエネ 

セット W 割(ガス) 

料金表② 料金適用開始の日から、3 年後の日の属す

る月の末日まで 

ハッピーエネガス 

Ｅガスプラン 

料金表③ 料金適用開始の日から、供給約款の定めに

基づき供給契約が終了する日まで 

ハッピーエネガス 

エシカルガスプラン 

料金表④ 料金適用開始の日から、供給約款の定めに

基づき供給契約が終了する日まで 

 

(2)各ガスプランにおいて、特約事項があるものについては以下のとおりといたします。 

ガスプラン 特約事項 

ハッピーエネガススタンダードプラン イ ハッピーエネガススタンダードプラン

のお客さまは附帯サービスとして、匠ワラ

ンティアンドプロテクション株式会社 （以
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下「匠 W&P」といいます。）が提供する「オ

フィスサポートパック」または「店舗サポ

ートパック」（以下「サポートパック」とい

います。）を割引料金にて利用することがで

きます。なお、サポートパックの利用契約

はお客さまと匠 W&P の間で締結されるも

のとします。 

ロ サポートパックのサービス内容は、匠

W&P が 定める「オフィスサポートパック

利用規約」または「店舗サポートパック利

用規約」（以下「サポートパック利用規約」

といいます。）の規定のとおりとし、お客さ

まはサポートパックの利用にあたり、当該

サポートパック利用規約に同意の上、その

定めに従うものとします。 

ハ サポートパックの利用開始日は、ガス

の供給開始日の属する月の翌月 1 日としま

す。 

ニ お客さまは、お客さまと匠 W&P との

間のサポートパックの利用契約に基づく金

銭債権の全部を、当該金銭債権を取得した

時点で匠 W&P が当社に対して譲渡するこ

と、及び、当該債権譲渡に基づき、当社ま 

たは当社の業務委託先がお客さまに対し

て、当該金銭債権に割引を適用したホの附

帯サービス料金を 請求することに同意す

るものとします。なお、この場合において、

匠 W&P 及び当社は、当該債権譲渡に関す

るお客さまへの個別の通知または譲渡承認

の請求を 省略するものとします。  

ホ 附帯サービス料金は、ハに定めるサポ

ートパックの利用開始日が属する月から起

算して 6 ヶ月目までは無料、7 ヶ月目以降

は月額 3,278 円（税込）とします。[匠 W&P

における通常料金：月額 4,378 円（税込）]   
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ヘ ハッピーエネガススタンダードプラン

のお客さまは、契約期間中であっても、サ

ポートパック利用規約の規定に基づいてサ

ポートパックの利用契約を解約することが

できるものとします。但し、ハッピーエネ

ガススタンダードプランにおいて一度解約

した附帯サービスを元に戻すことはでき

ず、別途オプションサービスとしてサポー

トパックを契約する場合には、ホに定める

通常料金からの割引は適用されないものと

します。 

ト お客さまと当社とのハッピーエネガス

スタンダードプランによる供給契約が終了

した場合、お客さまと匠 W&P との間のサ

ポートパックの利用契約は、サポートパッ

ク利用規約の規定にかかわらず、当該供給 

契約が終了した日の属する月の末日付にて

終了します。なお、この場合、サポートパッ

クの利用契約の終了に係るお客さまの手続

きは、別途当社が定める場合を除いて当社

が代行するものとし、お客さまはあらかじ

めこれに同意するものとします。  

ハッピーエネセット W 割(ガス) イ ハッピーエネセット W 割(ガス)は、当

社が取扱う電力供給サービスとのセット契

約を前提とするプランであり、電力供給契

約とガス供給契約を同時に申し込みいただ

きます。 

ロ ガスの供給開始日の属する月は、原則と

して電力の供給開始日の属する月と同月と

いたします。（検針日等の関係で、同月とな

らない場合もあります。）  

ハ 理由の如何を問わず、ハッピーエネセッ

ト W 割(でんき)に係る電力供給契約が終了

する場合、ハッピーエネセット W 割(ガス)

に係るガス供給契約も終了するものといた

します。  
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ニ お客さまは、ハッピーエネセット W 割

(でんき)に係る電力供給契約について、別

途当社の電気供給約款の定めに従うものと

します。 

ホ ハッピーエネセット W 割(ガス)のお客

さまは附帯サービスとして、匠 W&P が提

供するサポートパックを割引料金にて利用

することができます。なお、サポートパッ

クの利用契約はお客さまと匠 W&P の間で

締結されるものとします。 

へ サポートパックのサービス内容は、匠

W&P が 定めるサポートパック利用規約の

規定のとおりとし、お客さまはサポートパ

ックの利用にあたり、当該サポートパック

利用規約に同意の上、その定めに従うもの

とします。 

ト サポートパックの利用開始日は、ガス

の供給開始日の属する月の翌月 1 日としま

す。 

チ お客さまは、お客さまと匠 W&P との間

のサポートパックの利用契約に基づく金銭

債権の全部を、当該金銭債権を取得した時

点で匠 W&P が当社に対して譲渡すること、

及び、当該債権譲渡に基づき、当社または

当社の業務委託先がお客さまに対して、当

該金銭債権に割引を適用したリの附帯サー

ビス料金を 請求することに同意するもの

とします。なお、この場合において、匠 W&P

及び当社は、当該債権譲渡に関するお客さ

まへの個別の通知または譲渡承認の請求を 

省略するものとします。  

リ 附帯サービス料金は、トに定めるサポー

トパックの利用開始日が属する月から起算

して 6 ヶ月目までは無料、7 ヶ月目以降は

月額 3,278 円（税込）とします。[匠 W&P

における通常料金：月額 4,378 円（税抜）]  
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ヌ ハッピーエネセット W 割（ガス）のお

客さまは、契約期間中であっても、サポー

トパック利用規約の規定に基づいてサポー

トパックの利用契約を解約することができ

るものとします。但し、ハッピーエネセッ

ト W 割（ガス）において一度解約した附帯

サービスを元に戻すことはできず、別途オ

プションサービスとしてサポートパックを

契約する場合には、リに定める通常料金か

らの割引は適用されないものとします。 

ル お客さまと当社とのハッピーエネセッ

ト W 割（ガス）による供給契約が終了した

場合、お客さまと匠 W&P との間のサポー

トパックの利用契約は、サポートパック利

用規約の規定にかかわらず、当該供給 契約

が終了した日の属する月の末日付にて終了

します。なお、この場合、サポートパックの

利用契約の終了に係るお客さまの手続き

は、別途当社が定める場合を除いて当社が

代行するものとし、お客さまはあらかじめ

これに同意するものとします。 

ハッピーエネガスＥガスプラン イ ハッピーエネガスＥガスプランは、当社

と株式会社 EPARK グルメとの提携により、

株 式 会 社 EPARK グ ル メ が 提 供 す る

「EPARK グルメ」、「広告サポートパック」、

「Resty サポートパック」、「Gour-ri」、「オ

リジナルホームページ」、「GMB 運用代行」、

「Google マイビジネス設定代行サービ

ス」、「撮影費用（撮影、写真共有）」、「QSC

改善アンケート」または「ValuePage」（以

下、総称して「EPARK グルメ社提供サービ

ス」といいます。）のご契約者に対して、当

社のガスを供給するプランです。 

ロ お客さまと株式会社 EPARK グルメの間

の EPARK グルメ社提供サービスの利用契

約がすべて終了する場合、その終了の理由
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の如何を問わず、当該利用契約の終了月の

翌月の検針日より、お客さまと当社の間の

供給契約は、自動的にハッピーエネガスＥ

ガスプランからハッピーエネガススタンダ

ードプランに変更されるものといたしま

す。なお、この場合、変更後のハッピーエネ

ガススタンダードプランの契約期間は、当

該プラン変更日から起算するものとし、ハ

ッピーエネガスＥガスプランのご利用期間

は含まれないものといたします。 

ハ ロの定めのとおり、一度ハッピーエネガ

ススタンダードプランに変更されたお客さ

まが、再度 EPARK グルメ社提供サービス

の利用を開始された場合、当社の指定する

方法にて当社にお申し出いただくことによ

り、再度ハッピーエネガスＥガスプランを

利用することができます。ただし、この場

合、ハッピーエネガススタンダードプラン

を解約して再度ハッピーエネガスＥガスプ

ランをご契約いただくことになりますの

で、5（契約解除料等）に定めるとおり、ハ

ッピーエネガススタンダードプランの解約

に係る契約解除料が発生する場合がありま

す。 

ニ ハッピーエネガス E ガスプランのお客

さまは附帯サービスとして、匠 W&P が提

供するサポートパックを割引料金にて利用

することができます。なお、サポートパッ

クの利用契約はお客さまと匠 W&P の間で

締結されるものとします。 

ホ サポートパックのサービス内容は、匠

W&P が 定めるサポートパック利用規約の

規定のとおりとし、お客さまはサポートパ

ックの利用にあたり、当該サポートパック

利用規約に同意の上、その定めに従うもの

とします。 
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ヘ サポートパックの利用開始日は、ガス

の供給開始日の属する月の翌月 1 日としま

す。 

ト お客さまは、お客さまと匠 W&P との間

のサポートパックの利用契約に基づく金銭

債権の全部を、当該金銭債権を取得した時

点で匠 W&P が当社に対して譲渡すること、

及び、当該債権譲渡に基づき、当社または

当社の業務委託先がお客さまに対して、当

該金銭債権に割引を適用したチの附帯サー

ビス料金を 請求することに同意するもの

とします。なお、この場合において、匠 W&P

及び当社は、当該債権譲渡に関するお客さ

まへの個別の通知または譲渡承認の請求を 

省略するものとします。  

チ 附帯サービス料金は、ヘに定めるサポー

トパックの利用開始日が属する月から起算

して 6 ヶ月目までは無料、7 ヶ月目以降は

月額 3,278 円（税込）とします。[匠 W&P

における通常料金：月額 4,378 円（税抜）]  

リ ハッピーエネガスＥガスプランのお客

さまは、契約期間中であっても、サポート

パック利用規約の規定に基づいてサポート

パックの利用契約を解約することができる

ものとします。但し、ハッピーエネガスＥ

ガスプランにおいて一度解約した附帯サー

ビスを元に戻すことはできず、別途オプシ

ョンサービスとしてサポートパックを契約

する場合には、チに定める通常料金からの

割引は適用されないものとします。 

ヌ お客さまと当社とのハッピーエネガス

Ｅガスプランによる供給契約が終了した場

合、お客さまと匠 W&P との間のサポート

パックの利用契約は、サポートパック利用

規約の規定にかかわらず、当該供給契約が

終了した日の属する月の末日付にて終了し
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ます。なお、この場合、サポートパックの利

用契約の終了に係るお客さまの手続きは、

別途当社が定める場合を除いて当社が代行

するものとし、お客さまはあらかじめこれ

に同意するものとします。 

ハッピーエネガスエシカルガスプラン イ ハッピーエネガスエシカルガスプラン

は、当社とエコテクソリューション株式会

社との提携により、エコテクソリューショ

ン株式会社が提供する「Links」、「インスタ

365」または「MEO365」（以下、総称して

「エコテクソリューション社提供サービ

ス」といいます。）のご契約者に対して、当

社のガスを供給するプランです。 

ロ お客さまとエコテクソリューション株

式会社の間のエコテクソリューション社提

供サービスの利用契約がすべて終了する場

合、その終了の理由の如何を問わず、当該

利用契約の終了月の翌月の検針日より、お

客さまと当社の間の供給契約は、自動的に

ハッピーエネガスエシカルガスプランから

ハッピーエネガススタンダードプランに変

更されるものといたします。なお、この場

合、変更後のハッピーエネガススタンダー

ドプランの契約期間は、当該プラン変更日

から起算するものとし、ハッピーエネガス

エシカルガスプランのご利用期間は含まれ

ないものといたします。 

ハ ロの定めのとおり、一度ハッピーエネガ

ススタンダードプランに変更されたお客さ

まが、再度エコテクソリューション社提供

サービスの利用を開始された場合、当社の

指定する方法にて当社にお申し出いただく

ことにより、再度ハッピーエネガスエシカ

ルガスプランを利用することができます。

ただし、この場合、ハッピーエネガススタ

ンダードプランを解約して再度ハッピーエ
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ネガスエシカルガスプランをご契約いただ

くことになりますので、5（契約解除料等）

に定めるとおり、ハッピーエネガススタン

ダードプランの解約に係る契約解除料が発

生する場合があります。 

ニ ハッピーエネガスエシカルガスプラン

のお客さまは附帯サービスとして、匠 W&P

が提供するサポートパックを割引料金にて

利用することができます。なお、サポート

パックの利用契約はお客さまと匠 W&P の

間で締結されるものとします。 

ホ サポートパックのサービス内容は、匠

W&P が 定めるサポートパック利用規約の

規定のとおりとし、お客さまはサポートパ

ックの利用にあたり、当該サポートパック

利用規約に同意の上、その定めに従うもの

とします。 

ヘ サポートパックの利用開始日は、ガス

の供給開始日の属する月の翌月 1 日としま

す。 

ト お客さまは、お客さまと匠 W&P との間

のサポートパックの利用契約に基づく金銭

債権の全部を、当該金銭債権を取得した時

点で匠 W&P が当社に対して譲渡すること、

及び、当該債権譲渡に基づき、当社または

当社の業務委託先がお客さまに対して、当

該金銭債権に割引を適用したチの附帯サー

ビス料金を 請求することに同意するもの

とします。なお、この場合において、匠 W&P

及び当社は、当該債権譲渡に関するお客さ

まへの個別の通知または譲渡承認の請求を 

省略するものとします。  

チ 附帯サービス料金は、ヘに定めるサポー

トパックの利用開始日が属する月から起算

して 6 ヶ月目までは無料、7 ヶ月目以降は
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月額 3,278 円（税込）とします。[匠 W&P

における通常料金：月額 4,378 円（税抜）]  

リ ハッピーエネガスエシカルガスプラン

のお客さまは、契約期間中であっても、サ

ポートパック利用規約の規定に基づいてサ

ポートパックの利用契約を解約することが

できるものとします。但し、ハッピーエネ

ガスエシカルガスプランにおいて一度解約

した附帯サービスを元に戻すことはでき

ず、別途オプションサービスとしてサポー

トパックを契約する場合には、チに定める

通常料金からの割引は適用されないものと

します。 

ヌ お客さまと当社とのハッピーエネガス

エシカルガスプランによる供給契約が終了

した場合、お客さまと匠 W&P との間のサ

ポートパックの利用契約は、サポートパッ

ク利用規約の規定にかかわらず、当該供給

契約が終了した日の属する月の末日付にて

終了します。なお、この場合、サポートパッ

クの利用契約の終了に係るお客さまの手続

きは、別途当社が定める場合を除いて当社

が代行するものとし、お客さまはあらかじ

めこれに同意するものとします。 

 

4 料金表で定める事項  

（1）当社は、別表の料金表（各料金表の基本料金、基準単位料金又は（2）の規定により調 

整単位料金を算定した場合は、その基準単位料金に替えて調整単位料金を用います。） 

を適用して料金を算定いたします。なお、料金について、その算定の結果、１円未満 

の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。 

（2）当社は毎月（3）②により算定した平均原料価格が（3）①に定める基準平均原料価格 

を上回り又は下回る場合には、次の算式により本料金表の各料金表の基準単位料金に 

対応する調整単位料金を算定いたします。この場合、基準単位料金に替えてその調整 

単位料金を用いて(1)に従い算定いたします。なお、調整単位料金の適用基準は、別表 

第２のとおりとします。 

（算式） 
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① 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき 

  調整単位料金（１立方メートルあたり） 

   ＝（基準単位料金＋原料調整額（0.081×原料価格変動額／100 円））×[1＋消費税率] 

② 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき 

  調整単位料金（１立方メートルあたり） 

   ＝（基準単位料金－原料調整額（0.081×原料価格変動額／100 円））×[1＋消費税率] 

（備考） 

上記①の算式により調整単位料金を算定する場合の原料費調整額は小数点第 3 位以下 

を切り捨てたものとし、上記②の算式により調整単位料金を算定する場合の原料費調 

整額は小数点第 3 位を切り上げたものとします。 

（3）（2）の基準平均原料価格、平均原料価格及び原料価格変動額は以下のとおりといたし 

ます。 

① 基準平均原料価格（トンあたり） 

    57,250 円 

② 平均原料価格（トンあたり） 

  別表第２に定められた各 3 か月間における貿易統計の数量及び価額から算定したトン

当たりＬＰＧ平均価格（算定結果の 10 円未満の端数を四捨五入し 10 円単位といたし

ます。）をもとに次の算式で算定し、算定結果の 10 円未満の端数を四捨五入した金額

といたします。 

（算式） 

平均原料価格 

＝トン当たりＬＮＧ平均価格×0.9479 ＋ トン当たりＬＰＧ平均価格×0.0546 

③ 原料価格変動額 

次の算式で算定し、算定結果の 100 円未満の端数を切り捨てた 100 円単位の金額とい 

たします。 

（算式） 

イ 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき 

原料価格変動額＝平均原料価格－基準平均原料価格 

ロ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき 

原料価格変動額＝基準平均原料価格－平均原料価格 

（4）当社は、供給約款に定める適用料金の事前のお知らせにかかわらず（2）で定める毎月

の調整単位料金を、インターネット上での開示その他当社が適当と認める方法により、

あらかじめお客様にお知らせいたします。 
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5 契約解除料等 

3（ガスプラン種別）に定める種別ごとに、以下表に定める契約解除料をお支払いいただき

ます。ただし、以下の理由の場合を除きます。 

イ 建替により解約する場合で、建替後も当社とご契約いただく場合 

ロ その他お客さまの責に帰さない事由で解約する場合 

 

ガスプラン 請求条件および内容 

ハッピーエネガス 

スタンダードプラン 

更新月（供給開始日が属する月（供給契約が更新された場合には、

更新された月）から起算して 36 ヵ月目とその翌月を指すものと

します。)を除き、契約期間内に解約となる場合、契約解除料とし

て 3,850 円（不課税）をお支払いいただきます。 

ハッピーエネ 

セット W 割(ガス) 

更新月（供給開始日が属する月（供給契約が更新された場合には、

更新された月）から起算して 36 ヵ月目とその翌月を指すものと

します。)を除き、契約期間内に解約となる場合、契約解除料とし

て 5,000 円（不課税）をお支払いいただきます。 

 

6 その他 

（1）その他の事項については、供給約款を適用いたします。 

（2）本料金表は 2021 年 12 月 1 日から実施いたします 

 

以上 

 

 

制改定履歴（別表含む） 

2021年5月1日 制定 

2021年11月1日 改定 

2021年12月1日 改定 
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別 表 

 

1 料金表  

料金算定期間におけるガスの使用量が、 

①０立方メートルから 20 立方メートル以下の場合：料金表 A を適用いたします。  

②20 立方メートルをこえ 80 立方メートル以下の場合：料金表Ｂを適用いたします。  

③80 立方メートルをこえ 200 立方メートル以下の場合：料金表Ｃを適用いたします。 

④200 立方メートルをこえ 500 立方メートル以下の場合：料金表Ｄを適用いたします。 

⑤500 立方メートルをこえ 800 立方メートル以下の場合：料金表Ｅを適用いたします。  

⑥800 立方メートルをこえる場合：料金表Ｆを適用いたします。  

 

■料金表① 

料金表Ａ 

イ 基本料金  

1 か月及びガスメーター1 個につき ７２１．０５円 

（消費税等相当額を含みます。） 

ロ 基準単位料金 

１立方メートルにつき １４５．３１円 

（消費税等相当額を含みます。） 

ハ 調整単位料金 

ロの基準単位料金をもとに 4（2）の規定により算定した１立方メートル当たりの単位料金

といたします。 

 

料金表Ｂ 

イ 基本料金  

1 か月及びガスメーター1 個につき １，００３．２０円 

（消費税等相当額を含みます。） 

ロ 基準単位料金 

１立方メートルにつき １３０．４６円 

（消費税等相当額を含みます。） 

ハ 調整単位料金 

ロの基準単位料金をもとに４（2）の規定により算定した１立方メートル当たりの単位料金

といたします。 

 

料金表Ｃ 
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イ 基本料金  

1 か月及びガスメーター1 個につき １，１７０．４０円 

（消費税等相当額を含みます。） 

ロ 基準単位料金 

１立方メートルにつき １２８．２６円 

（消費税等相当額を含みます。） 

ハ 調整単位料金 

ロの基準単位料金をもとに 4（2）の規定により算定した１立方メートル当たりの単位料金

といたします。 

 

料金表Ｄ 

イ 基本料金  

1 か月及びガスメーター1 個につき １，７９７．４０円 

（消費税等相当額を含みます。） 

ロ 基準単位料金 

１立方メートルにつき １２４．９６円 

（消費税等相当額を含みます。） 

ハ 調整単位料金 

ロの基準単位料金をもとに 4（2）の規定により算定した１立方メートル当たりの単位料金

といたします。 

 

料金表Ｅ 

イ 基本料金  

1 か月及びガスメーター1 個につき ５，９７７．４０円 

（消費税等相当額を含みます。） 

ロ 基準単位料金 

１立方メートルにつき １１６．１６円 

（消費税等相当額を含みます。） 

ハ 調整単位料金 

ロの基準単位料金をもとに 4（2）の規定により算定した１立方メートル当たりの単位料金

といたします。 

 

料金表Ｆ 

イ 基本料金  

1 か月及びガスメーター1 個につき １１，８２９．４０円 

（消費税等相当額を含みます。） 
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ロ 基準単位料金 

１立方メートルにつき １０８．４６円 

（消費税等相当額を含みます。） 

ハ 調整単位料金 

ロの基準単位料金をもとに 4（2）の規定により算定した１立方メートル当たりの単位料金

といたします。 

 

■料金表② 

料金表Ａ 

イ 基本料金  

1 か月及びガスメーター1 個につき ６８３．10 円 

（消費税等相当額を含みます。） 

ロ 基準単位料金 

１立方メートルにつき １４５．３１円 

（消費税等相当額を含みます。） 

ハ 調整単位料金 

ロの基準単位料金をもとに 4（2）の規定により算定した１立方メートル当たりの単位料金

といたします。 

 

料金表Ｂ 

イ 基本料金  

1 か月及びガスメーター1 個につき ９５０．４０円 

（消費税等相当額を含みます。） 

ロ 基準単位料金 

１立方メートルにつき １３０．４６円 

（消費税等相当額を含みます。） 

ハ 調整単位料金 

ロの基準単位料金をもとに 4（2）の規定により算定した１立方メートル当たりの単位料金

といたします。 

 

料金表Ｃ 

イ 基本料金  

1 か月及びガスメーター1 個につき １，１０８．８０円 

（消費税等相当額を含みます。） 

ロ 基準単位料金 

１立方メートルにつき １２８．２６円 
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（消費税等相当額を含みます。） 

ハ 調整単位料金 

ロの基準単位料金をもとに 4（2）の規定により算定した１立方メートル当たりの単位料金

といたします。 

 

料金表Ｄ 

イ 基本料金  

1 か月及びガスメーター1 個につき １，７０２．８０円 

（消費税等相当額を含みます。） 

ロ 基準単位料金 

１立方メートルにつき １２４．９６円 

（消費税等相当額を含みます。） 

ハ 調整単位料金 

ロの基準単位料金をもとに 4（2）の規定により算定した１立方メートル当たりの単位料金

といたします。 

 

料金表Ｅ 

イ 基本料金  

1 か月及びガスメーター1 個につき ５，６６２．８０円 

（消費税等相当額を含みます。） 

ロ 基準単位料金 

１立方メートルにつき １１６．１６円 

（消費税等相当額を含みます。） 

ハ 調整単位料金 

ロの基準単位料金をもとに 4（2）の規定により算定した１立方メートル当たりの単位料金

といたします。 

 

料金表Ｆ 

イ 基本料金  

1 か月及びガスメーター1 個につき １１，２０６．８０円 

（消費税等相当額を含みます。） 

ロ 基準単位料金 

１立方メートルにつき １０８．４６円 

（消費税等相当額を含みます。） 

ハ 調整単位料金 
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ロの基準単位料金をもとに 4（2）の規定により算定した１立方メートル当たりの単位料金

といたします。 

 

■料金表③ 

料金表Ａ 

イ 基本料金  

1 か月及びガスメーター1 個につき ７０５．８７円 

（消費税等相当額を含みます。） 

ロ 基準単位料金 

１立方メートルにつき １３５．１４円 

（消費税等相当額を含みます。） 

ハ 調整単位料金 

ロの基準単位料金をもとに 4（2）の規定により算定した１立方メートル当たりの単位料金

といたします。 

 

料金表Ｂ 

イ 基本料金  

1 か月及びガスメーター1 個につき ９８２．０８円 

（消費税等相当額を含みます。） 

ロ 基準単位料金 

１立方メートルにつき １２１．３３円 

（消費税等相当額を含みます。） 

ハ 調整単位料金 

ロの基準単位料金をもとに 4（2）の規定により算定した１立方メートル当たりの単位料金

といたします。 

 

料金表Ｃ 

イ 基本料金  

1 か月及びガスメーター1 個につき １，１４５．７６円 

（消費税等相当額を含みます。） 

ロ 基準単位料金 

１立方メートルにつき １１９．２８円 

（消費税等相当額を含みます。） 

ハ 調整単位料金 

ロの基準単位料金をもとに 4（2）の規定により算定した１立方メートル当たりの単位料金

といたします。 
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料金表Ｄ 

イ 基本料金  

1 か月及びガスメーター1 個につき １，７５９．５６円 

（消費税等相当額を含みます。） 

ロ 基準単位料金 

１立方メートルにつき １１６．２１円 

（消費税等相当額を含みます。） 

ハ 調整単位料金 

ロの基準単位料金をもとに 4（2）の規定により算定した１立方メートル当たりの単位料金

といたします。 

 

料金表Ｅ 

イ 基本料金  

1 か月及びガスメーター1 個につき ５，８５１．５６円 

（消費税等相当額を含みます。） 

ロ 基準単位料金 

１立方メートルにつき １０８．０３円 

（消費税等相当額を含みます。） 

ハ 調整単位料金 

ロの基準単位料金をもとに 4（2）の規定により算定した１立方メートル当たりの単位料金

といたします。 

 

料金表Ｆ 

イ 基本料金  

1 か月及びガスメーター1 個につき １１，５８０．３６円 

（消費税等相当額を含みます。） 

ロ 基準単位料金 

１立方メートルにつき １００．８７円 

（消費税等相当額を含みます。） 

ハ 調整単位料金 

ロの基準単位料金をもとに 4（2）の規定により算定した１立方メートル当たりの単位料金

といたします。 

 

■料金表④ 

料金表Ａ 
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イ 基本料金  

1 か月及びガスメーター1 個につき ６０７．２０円 

（消費税等相当額を含みます。） 

ロ 基準単位料金 

１立方メートルにつき １４５．３１円 

（消費税等相当額を含みます。） 

ハ 調整単位料金 

ロの基準単位料金をもとに 4（2）の規定により算定した１立方メートル当たりの単位料金

といたします。 

 

料金表Ｂ 

イ 基本料金  

1 か月及びガスメーター1 個につき ８４４．８０円 

（消費税等相当額を含みます。） 

ロ 基準単位料金 

１立方メートルにつき １３０．４６円 

（消費税等相当額を含みます。） 

ハ 調整単位料金 

ロの基準単位料金をもとに 4（2）の規定により算定した１立方メートル当たりの単位料金

といたします。 

 

料金表Ｃ 

イ 基本料金  

1 か月及びガスメーター1 個につき ９８５．６０円 

（消費税等相当額を含みます。） 

ロ 基準単位料金 

１立方メートルにつき １２８．２６円 

（消費税等相当額を含みます。） 

ハ 調整単位料金 

ロの基準単位料金をもとに 4（2）の規定により算定した１立方メートル当たりの単位料金

といたします。 

 

料金表Ｄ 

イ 基本料金  

1 か月及びガスメーター1 個につき １，５１３．６０円 

（消費税等相当額を含みます。） 
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ロ 基準単位料金 

１立方メートルにつき １２４．９６円 

（消費税等相当額を含みます。） 

ハ 調整単位料金 

ロの基準単位料金をもとに 4（2）の規定により算定した１立方メートル当たりの単位料金

といたします。 

 

料金表Ｅ 

イ 基本料金  

1 か月及びガスメーター1 個につき ５，０３３．６０円 

（消費税等相当額を含みます。） 

ロ 基準単位料金 

１立方メートルにつき １１６．１６円 

（消費税等相当額を含みます。） 

ハ 調整単位料金 

ロの基準単位料金をもとに 4（2）の規定により算定した１立方メートル当たりの単位料金

といたします。 

 

料金表Ｆ 

イ 基本料金  

1 か月及びガスメーター1 個につき ９，９６１．６０円 

（消費税等相当額を含みます。） 

ロ 基準単位料金 

１立方メートルにつき １０８．４６円 

（消費税等相当額を含みます。） 

ハ 調整単位料金 

ロの基準単位料金をもとに 4（2）の規定により算定した１立方メートル当たりの単位料金

といたします。 

 

２ 調整単位料金の適用基準 

① 料金算定期間の末日が１月１日から１月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定にあ

たっては，前年８月から 10 月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適

用いたします。  

② 料金算定期間の末日が２月１日から２月 28 日（うるう年は２月 29 日）に属する料金

算定期間の料金の算定にあたっては，前年９月から 11 月までの平均原料価格にもとづき算

定した調整単位料金を適用いたします。  
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③ 料金算定期間の末日が３月１日から３月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定にあ

たっては，前年 10 月から 12 月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を

適用いたします。  

④ 料金算定期間の末日が４月１日から４月 30 日に属する料金算定期間の料金の算定にあ

たっては，前年 11 月から当年１月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金

を適用いたします。  

⑤ 料金算定期間の末日が５月１日から５月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定にあ

たっては，前年 12 月から当年２月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金

を適用いたします。  

⑥ 料金算定期間の末日が６月１日から６月 30 日に属する料金算定期間の料金の算定にあ

たっては，当年１月から３月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用

いたします。  

⑦ 料金算定期間の末日が７月１日から７月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定にあ

たっては，当年２月から４月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用

いたします。  

⑧ 料金算定期間の末日が８月１日から８月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定にあ

たっては，当年３月から５月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用

いたします。  

⑨ 料金算定期間の末日が９月１日から９月 30 日に属する料金算定期間の料金の算定にあ

たっては，当年４月から６月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用

いたします。  

⑩ 料金算定期間の末日が 10 月１日から 10 月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定

にあたっては，当年５月から７月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を

適用いたします。  

⑪ 料金算定期間の末日が 11 月１日から 11 月 30 日に属する料金算定期間の料金の算定

にあたっては，当年６月から８月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を

適用いたします。  

⑫ 料金算定期間の末日が 12 月１日から 12 月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定

にあたっては，当年７月から９月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を

適用いたします。  


